
第 ３ 回

熊本県議会

文教治安常任委員会会議記録

平成21年６月25日

開 会 中

場所 第 ２ 委 員 会 室



- 1 -

熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録第 ３ 回

平成21年６月25日（木曜日）

午前10時２分開議

午前11時56分閉会
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議案第１号 平成21年度熊本県一般会計補

正予算（第１号）

議案第２号 平成21年熊本県育英資金貸与

基金特別会計補正予算（第１号）

議案第９号 熊本県育英資金貸与基金条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第10号 熊本県警察本部の内部組織に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第13号 指定管理者の指定について

報告第１号 平成20年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち

報告第８号 専決処分の報告について

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて

報告事項

①第４号議案熊本県手数料条例の一部を

改正する条例の制定について

②熊本県警察交番・駐在所機能強化推進

基本プランについて
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福利厚生課長 藤 本 和 夫

高校教育課長 森 塚 利 德

首席教育審議員兼

義務教育課長 木 村 勝 美

首席教育審議員兼

学校人事課長 由 解 幸四郎

社会教育課長 小 野 賢 志

人権同和教育課長 恵 濃 裕 司

文化課長 米 岡 正 治

体育保健課長 坂 梨 登美代

首席教育審議員兼

施設課長 児 玉 邦 秋

高校整備政策監兼
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警察本部

本部長 荻 野 徹

警務部長 茂 木 陽
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刑事部長 德 永 幸 三
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警備部長 吉 田 親 一
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参事官兼交通企画課長 緒 方 博 文

交通規制課長 川 述 正 芳

参事官兼警備第一課長 下 山 惠 史

事務局職員出席者

議事課課長補佐 坂 本 道 信

政務調査課主幹 竹 本 邦 彦

午前10時２分開議

○小早川宗弘委員長 ただいまから、第３回

文教治安常任委員会を開会いたします。

それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。

まず、議案について、警察本部、教育委員

会の順に執行部の説明を求めたいと思いま

す。

、 、それでは 警察本部長から総括説明を願い

続いて担当課長から順次説明をお願いいたし

ます。

初めに、荻野警察本部長。

○荻野警察本部長

文教治安常任委員会の委員長はじめ委員の

皆様方には、平素から警察行政の各般にわた

り、深い御理解と温かい御支援をいただいて

おりますことに対し、まずもって心からお礼

を申し上げます。

また過日、小早川委員長を初め委員の方々

、 。に 警察本部庁舎内を御視察いただきました

この場をおかりしまして、御礼を申し上げた

いと思います。

議案の説明に先立ちまして、私からは最近

の治安情勢等について御説明を申し上げま

す。

、 、さて 県警察では力強い警察活動の推進と

地域社会の連携と協働の２つを基本理念とす

「 」 、る 安全・安心くまもと 実現計画を策定し

犯罪の抑止、交通死傷事故の抑止、そして県

民を脅かす犯罪の検挙という３つの基本目標

の実現に向け、県警察の総力を挙げて各種治

安対策に取り組んでおります。

そこで、第１に犯罪の抑止についてでござ

いますが、本年５月末現在の数値ですが、刑

法犯認知件数は約6,800件と、昨年同期に比

べ率にして1.7％増加しており、５年連続し

て減少していた刑法犯認知件数が一転して増

加傾向を示しております。

この増加の内容を見ますと、不況の影響か

もしれませんが、空き巣や忍び込みといった

屋内に侵入する窃盗や、オートバイ盗が増加

しておりますので、今後これらの犯罪を押さ

え込むべく街頭活動をさらに強化してまいり

ます。

第２に交通事故死傷事故の抑止についてで

ございますが、昨日現在で発生件数は約5,00

0件、負傷者数は約6,500人と、昨年同期に比

べ発生件数では約270件の減少、負傷者数で

も約230人の減少となっております。また、

交通事故死者数は38人と、昨年同期に比べ３

人減少しています。昨年は、７月以降の行楽

期に交通死亡事故が多発したことで、これか

らの交通事故抑止に向けた活動いかんが特に

重要であると考えておるところであります。

第３に犯罪の検挙についてでございます

が、刑法犯の検挙件数は約2,400件と、昨年

。同期に比べ率にして4.3％減少しております

その一方で、検挙人員は約1,700人と昨年同

期に比べ17人増加しております。昨年は、検

挙人員がその増加数・増加率とも全国第１位

となりましたが、これを上回るペースです。

今後は、検挙率の向上にも力を入れてまいり

ます。

ここで、振り込め詐欺について一言申し上

げます。

振り込め詐欺は本年、発生件数は47件と、

前年同期に比べ率にして55.7％減少しており

ます。さきの２月定例県議会で制定していた

だいた、県民を振り込め詐欺被害から守る条

例が４月１日から施行されておりますが、金

融機関で働く方々からは、条例が後ろ盾にな
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りお客様に声をかけやすくなったとの御感想

も寄せられているところであり、本条例が被

害防止に向けた官民一体の活動の大きな後ろ

盾となっていると考えられるところでござい

ます。

また、この条例が全国初ということで各種

マスコミでも取り上げられたということもあ

りまして、県民に広くその趣旨が浸透しつつ

。 、あるのではないかと感じております 今後は

県議会から御支援をいただいた条例を有効に

機能させていくため、県民の防犯意識の向上

や事業者の積極的な取り組みによる官民一

体・県民総ぐるみの被害抑止活動をさらに強

力に継続してまいります。

このほか、新型インフルエンザにつきまし

ては、６月21日以降、八代市や熊本市で相継

いで感染者が確認されました。今後、感染の

拡大等が予想されるところから、県警といた

しましても必要な諸対策を推進してまいりま

す。

なお、新型インフルエンザ対策に要する装

備品につきましては、昨年度の９月補正及び

今年度の当初予算でお認めいただいていると

ころであり、この点についても御礼を申し上

げます。

以上申し上げましたように、県警察としま

しては県民の皆様に約束した「安全・安心く

」 、まもと 実現計画の基本目標を達成するため

全職員が警察職員としての感性を磨き、心を

一つにして各種施策に取り組んでまいります

ので、委員長初め委員の皆様方には引き続き

警察活動に対する御理解と御支援をよろしく

お願い申し上げます。

それでは警察関係の議案でありますが、今

、 、回提案しておりますのは １つは第１号議案

すなわち平成21年度熊本県一般会計補正予算

でありますが、これは国の補正を受けた緊急

経済対策として警察車両のハイブリット化、

交番、駐在所等の施設整備、交通安全施設等

整備に要する経費の増額等として、計６億2,

000万円余の増額補正、及び事務機器等賃借

に係る債務負担行為の変更として5,257万円

の限度額設定をお願いするというものでござ

います。

続きまして、第10号議案すなわち熊本県警

察本部の内部組織に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてでありますが、これ

は警察法施行令の一部改正に伴い、熊本県警

察本部の部の事務分掌を改めるものでありま

して、具体的には取り調べ監督制度に関する

ことを警務部の所掌とするものでございま

す。

続きまして、報告第１号すなわち平成20年

度熊本県一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告についてでございますが、これは昨年度の

、 、２月補正予算 追加経済対策でございますが

同予算に係る警察施設整備費、交通安全施設

等整備費について、警察費６億5,899万円余

の繰越明許費の報告をするものでございま

す。

続きまして、報告第８号すなわち専決処分

の報告についてでございますが、これは地方

自治法第180条第１項の規定により専決処分

をいたしました職員による５件の交通事故の

和解及び損害賠償額の決定の報告に関するも

のでございます。

詳細につきましては引き続いて担当課長に

御説明させますので、よろしく御審議のほど

をお願いいたします。

なお、これら以外に報告事項として総務常

任委員会で御審議いただいていますところの

第４号議案熊本県手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について及び交番・駐在所の機

能強化を図るための熊本県警察交番・駐在所

機能強化推進基本プランについては、後ほど

それぞれ担当部課長に説明させますので、よ

ろしくお願いいたします。

私からは、以上です。

○小早川宗弘委員長 説明は、座ったままで
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してください。次に、坂田会計課長。

○坂田会計課長 では、座ったままで説明さ

せていただきます。

予算関係議案につきまして、お手元の資料

に基づきまして御説明させていただきます。

警察関係の資料の１ページをお願いいたしま

す。

第１号議案平成21年度熊本県一般会計補正

予算(第１号)の警察費についてでございま

す。

まず、警察本部費で81万7,000円の増額を

お願いしております。この増額は、県の総合

財務会計システム用のパソコン５台、プリン

ター５台を増強するために要する経費でござ

います。現在、県警では、県の新総合財務会

計システムに対応したパソコンが一部所属に

しか整備されておりません。このため、電子

入札案件や支出等の会計業務が集中した場合

に時間を要するという状況が発生しておりま

す。今回パソコン５台を増設することにより

まして、業務の効率化が図られるものと考え

ております。

次に、警察施設費で３億1,240万8,000円の

増額をお願いしております。交番、駐在所等

の警察施設については築後数十年を経過して

いるものも多く、施設を新築することにより

まして来訪者の利便性が図られるとともに、

事件・事故や災害の防止と発生の際の即応力

が確保されるなど、安心感のよりどころとし

ての交番等の機能強化が一層図られるものと

考えております。

今回は交番の新築としまして、熊本北署の

武蔵楠交番、駐在所の新築としまして芦北署

の天月駐在所、玉名署の江田駐在所、八代署

の宮地駐在所、大津署の野々島駐在所の計４

カ所、宿舎の新築としまして玉名署の宿舎を

整備する予定としております。

次に、警察活動費で３億705万3,000円の増

額をお願いしております。

まず 説明欄１の一般警察運営費2,456万7,、

000円の増額でございますが、重要備品等整

備費としまして低公害車いわゆるハイブリッ

ト化した小型警ら車、捜査用車等の公用車計

19台を導入するための経費でございます。

次に、２の生活安全警察運営費１億5,276

万4,000円の増額について説明いたします。

まず、安全で安心なまちづくり事業費とし

まして、863万1,000円の増額をお願いしてお

ります。この増額は、街頭において犯罪被害

が連続発生している地域などにおける防犯対

策としまして、移動式の防犯カメラの導入に

要する経費、それにパトロールカー等の一部

にＡＥＤ12台を試行的に搭載するための経費

でございます。

次に、子供、女性の安全確保対策の推進と

しまして、ビデオカメラ等の捜査用資機材の

整備に要する経費をお願いしております。

続いて、初動警察の刷新強化については、

初動捜査支援システムの更新等に必要な経費

でございます。

次に、３の交通安全施設費１億2,972万2,0

00円の増額について、説明をいたします。こ

の経費は、交通安全施設等整備費単独事業に

要するもので、本事業によりまして交通事故

による死傷者数の減少を初め、交通渋滞の一

層の解消を図っていくものでございます。

今回の補正では、信号機の新設９カ所を初

め、車両用、歩行者用の信号灯機のＬＥＤ化

20式に特化した事業を予定しているところで

ございます。

以上、平成21年６月補正の予算総額は６億

2,027万8,000円となりまして、増額補正後の

平成21年度警察歳出予算総額は407億8,001万

9,000円となります。

なお、ただいま御説明しました６月補正の

予算総額６億2,027万8,000円につきまして

は、地域活性化経済危機対策臨時交付金から

６億1,747万8,000円と、環境対応車買いかえ

促進補助金から280万円が活用されておりま
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す。

また、地域活性化公共投資臨時交付金の一

、 、部を 平成21年度当初予算事業の一部として

警察費に３億2,400万円財源充当されており

ますので、経済対策に伴う県警察への交付金

の合計は９億4,147万8,000円となっておりま

す。

次に、２ページをお願いいたします。

債務負担の設定変更については、表の事項

欄に掲げていますように、事務機器等賃借と

しまして、補正後欄におきまして平成22年度

から平成26年度にかけまして525万7,000円の

限度額設定をお願いしております。これは、

平成20年度２月補正予算におきまして、平成

21年度当初からの契約開始を予定しておりま

した債務負担行為につきまして、債務負担行

為を設定していた交通安全教育に使用するシ

ステム機器につきまして、入札の不調により

まして平成20年度内にリース契約締結できな

かったために、再度、平成22年度からの債務

負担行為を設定するためにお願いするもので

ございます。

次に、６ページをお願いいたします。

報告第１号平成20年度熊本県一般会計繰越

明許費繰越計算書の報告についてでございま

す。平成20年度２月補正予算におきまして、

国の２次補正に伴う追加経済対策に関する経

費全額につきまして、繰越明許費の設定をお

願いしていた分の報告でございます。

まず、警察管理費のうち単独事業の警察施

設整備費としまして、駐在所２カ所と警察署

の宿舎４カ所の整備に必要な経費といたしま

して、２億5,257万円、次に耐震改修の経費

としまして、天草署、荒尾署、宇城署の計３

警察署の耐震改修工事費１億654万6,000円、

また警察活動費としまして信号灯機のＬＥＤ

化など交通安全施設の整備に必要な経費とし

まして２億9,987万5,000円、合計で６億5,89

9万1,000円の繰り越しとなっております。

、 。以上 御審議をよろしくお願いいたします

○池部警務課長 それでは、第10号議案熊本

県警察本部の内部組織に関する条例の一部を

改正する条例について、御説明いたします。

資料は、３ページから５ページでございま

す。

この改正は、警察法施行令の一部改正に伴

うもので、警察本部の警務部、生活安全部あ

るいは刑事部といった各部の分掌事務は警察

法施行令で定める基準に従い条例で定めるこ

ととなっております。

本年４月１日に警察法施行令が改正されま

して、警察本部の警務部の所掌事務に、被疑

者の取り調べの適正を確保するための監督の

措置に関することが追加されましたことか

ら、県条例の警務部の分掌事務に同様の事務

を追加することとしたものでございます。

施行日は、公布の日を予定しております。

。 、以上でございます よろしく御審議のほど

お願いいたします。

○古川首席監察官 着座のまま失礼いたしま

す。

報告第８号議案の専決処分の報告につい

て、御報告申し上げます。

資料は、７、８ページでございます。

本件は、職員による公用車の交通事故に係

る損害賠償事案の和解及び損害賠償額の決定

に関するもの５件でございます。

番号１は、平成20年７月26日午前１時14分

ごろ、熊本市上通地内において、熊本北警察

署員が、検問に気づき急転回して逃走した原

動機付き自転車を追跡する際、追尾中の逃走

車両の動静注視を怠ったことにより、直進中

の同車両に追突したものでございます。

和解内容につきましては、相手方の車両修

理費、治療費等を全額負担するものとして、

県が相手方に33万9,769円を賠償するもので

す。

番号２は、平成20年９月25日午前10時45分
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ごろ、熊本市上高橋地内におきまして、警ら

中の熊本南警察署員運転の二輪車が、進路変

更のため反転した際、右後方の安全不確認に

より、後方から直進して来た軽四輪乗用車と

衝突したものでございます。

和解内容につきましては、過失相殺した結

果、県が相手方に車両修理費、治療費等とし

て60万7,054円を賠償するものです。

番号３は、平成20年11月12日午後８時40分

ごろ、熊本市国府地内において交通事故処理

を終えた熊本北警察署員が、駐車場から左折

して道路に出る際、左側方の高さ約0.5メー

トルのブロック塀に気づかず、同ブロック塀

に接触したものでございます。

和解内容につきましては、相手方のブロッ

ク塀の修理代として、県が相手方に３万5,70

0円を賠償するものでございます。

番号４、番号５は、後退時の安全確認が不

十分なため、後方の車両に衝突したものであ

り、相手方の車両修理費を全額負担すること

として、おのおの県が相手方に58万円、２万

1,315円を賠償するものでございます。

、 、なお 以上５件の交通事故につきましては

いずれも任意保険の補償範囲内の交通事故で

あるため、県からの新たな出費はございませ

ん。

また、公用車の交通事故を防止するため、

各所属におきましては安全確認の励行など運

行前の指示、指導の徹底、交通事故事例を題

材にしたグループ検討会を実施しており、ま

た本部監察官におきましても交通事故当事者

に対する運転技能訓練や安全運転講習を行う

など、交通事故の実態に応じた各種事故防止

対策を講じております。

今後とも、職員の交通事故の絶無を期すた

め、さらなる指導・教養の徹底に努めてまい

りますので、何とぞよろしくお願い申し上げ

ます。

以上で、報告を終わります。

○小早川宗弘委員長 引き続き、教育委員会

から説明をお願いします。

初めに、山本教育長。

○山本教育長 着座のまま失礼いたします。

議案の説明に先立ちまして、御報告ととも

に一言御礼を申し上げます。

去る６月２日、鞠智城の特別史跡指定に係

る文化庁要望におきまして、県議会すべての

先生方に御参加をいただいている国営鞠智城

歴史公園設置促進・県議会議員連盟から、会

長の前川先生と事務局長の渕上先生に要望書

を提出するために上京いただきました。

おかげをもちまして、文化庁の文化財部長

からも 「文化庁としても重要遺跡であるこ、

とを十分に認識しております。また、この認

識については万人も認めているところと認識

しております 」という、高い評価をいただ。

くことができました。これも、文教治安常任

委員会の委員の皆様方を初め、県議会の全先

生方の御理解・御指導があってのことと、心

より感謝申し上げます。

今後は、調査成果を取りまとめた報告書の

作成や、来る７月25日の東京シンポジウム開

催など、特別史跡指定に向けて全力で取り組

んでまいりたいと存じます。

次に、６月21日に八代市内において、県内

初の新型インフルエンザ患者が確認されまし

た。昨日は、嘉島町の小学生１人が感染した

ために、嘉島町教育委員会に対しまして小学

校１校の臨時休業を要請いたしました。

県教育委員会といたしましては、健康福祉

部や市町村等とも十分連携を取りながら、感

染拡大をできる限り抑えますとともに、教育

に与える影響の最少化に努めることといたし

ております。

それでは、今議会に提案されております教

育委員会関係の議案の概要について、御説明

申し上げます。

まず、６月補正関係予算でございます。
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第１号議案平成21年度熊本県一般会計補正

予算でございます。

国の経済危機対策に連動し、25億2,164万

円余の増額補正となっており、例年に比べ大

幅な増額補正予算案となっております。

主なものといたしましては、スクール・ニ

ューディール構想関連事業。内容といたしま

しては、別紙の資料にございますように、学

、 、 、校施設の耐震化 エコ化 ＩＣＴ化によって

教育環境の整備推進に関する経費、それから

藤崎台県営野球場のスコアボードの改修等に

関する経費、そして小学校英語教育の推進強

化に関する経費等でございます。

なお、経済危機対策であることを十分配慮

いたしまして、可能な限り早期発注そして地

元発注に努めるなど、経済波及効果を県全体

にもたらす取り組みをいたしたいと思ってお

ります。

次に、第２号議案熊本県育英資金貸与基金

特別会計補正予算でございます。

国の経済危機対策における緊急教育支援と

いたしまして、経済情勢の悪化により増加が

見込まれております修学困難な高校生等への

奨学金のための経費１億2,921万円余でござ

います。

次は、繰越明許費でございます。

報告第１号平成20年度熊本県一般会計繰越

明許費繰越計算書の報告について、御説明い

たします。

総額は、15億1,671万円余で、主な内容と

いたしましては、高等学校施設整備事業、高

等学校産業施設整備費等となっております。

年度内に整備することが困難であったため

に、繰り越したものでございます。

最後に、その他の議案でございます。

このほか条例等議案といたしまして、第９

号議案ほか１議案提案申し上げております

が、これらは経済的修学困難者の修学促進を

より重視した制度とするために、育英資金の

貸与要件の１つである学力に係る要件を廃止

、 、すること等に伴い 関係規定を整備するもの

及び熊本県総合射撃場につきまして指定管理

者の指定を行うものでございます。

詳細につきましては、これから担当課長か

ら御説明いたしますので、どうか御審議のほ

どをよろしくお願い申し上げます。

○松永教育政策課長 教育政策課でございま

す。教育委員会関係説明資料の第１ページを

ごらんください。

教育委員会所管の平成21年度６月補正予算

の総括表でございます。

計上した事業は、経済危機対策関連事業な

どでございまして、最下段、補正額26億5,08

6万円のうち 経済危機対策関連事業は26億4,、

138万円余でございます。

なお、一部の事業につきましては県債発行

額を増加させないために、地域活性化公共投

資臨時交付金の振りかえによる財源更正を行

っておりますが、各課での個別の説明は省略

させていただきます。

次に、教育政策課分について御説明申し上

げます。

資料の２ページをお願いいたします。

事務局費ですが、11億1,449万2,000円の増

額をお願いしております。熊本県教育情報化

推進事業につきましては６億4,183万9,000円

の増額、県立学校校務環境整備事業につきま

しては４億7,265万3,000円の増額をお願いし

ております。いずれも、スクールニューディ

ール構想事業の補助金を活用したもので、県

立学校における教育用デジタルテレビ及びパ

ソコン、そして教職員用のパソコンの整備を

行うものです。

これらの事業によりまして、県立学校の教

育用テレビのデジタル化が完了いたします

し、教育用パソコンは国の整備目標の児童・

生徒3.6人に１台を上回る、3.4人に１台の整

備、また教職員用パソコンにつきましては、

１人１台の整備が完了することになります。
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続きまして、資料の９ページをお願いいた

します。

平成20年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告についてでございます。

まず、熊本県教育情報化推進事業でござい

ますが、1,001万7,000円を繰り越しておりま

す。これは、県立学校教職員の校務で使用い

たしますグループウエアに関するものでござ

います。このグループウエアと県で使用して

おります庶務事務システムを平成20年度中に

連携させる予定でしたが、庶務事務システム

に別の改修が入りましたために、改修後の庶

務事務システムと連携させることで繰り越し

をお願いしているものでございます。

以上、審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○森塚高校教育課長 高校教育課でございま

す。資料の３ページをお願いいたします。

まず、２段目の教育振興費475万8,000円、

それから３段目の教育振興費6,350万円、及

び５段目の特別支援学校費561万6,000円の増

額につきましては、国の経済危機対策への取

り組みとしまして、県立中学校、県立高校及

び特別支援学校へ、理科教育に必要な設備を

整備するための経費でございます。

今回整備する理科教育設備は、顕微鏡、電

波実験器、人体模型等の実験実習機器等を整

備する予定としており、理科教育の一層の充

実を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、下段の方になりますが、育英

資金貸与基金特別会計繰出金１億2,921万6,0

00円は、奨学金貸与のため育英資金貸与基金

特別会計へ繰り出すものでございます。

以上、一般会計につきましては２億309万

円の増額をお願いしております。

次に、４ページをお願いいたします。

育英資金貸与基金特別会計でございます。

育英資金貸与金１億2,921万6,000円につき

ましては、国の経済危機対策における緊急教

育支援としまして、経済情勢の悪化により増

加が見込まれる修学困難な高校生等への奨学

金のための経費でございます。

以上、経済危機対策としまして、一般会計

及び特別会計を合わせまして総額３億3,230

万6,000円の増額をお願いしております。

、 。続きまして ９ページをお願いいたします

一般会計繰越明許費繰越計算書について、御

説明いたします。

高等学校費のうち産業教育設備整備費でご

ざいますが、平成20年度２月補正において増

額補正をお願いいたしました、緊急経済対策

に係る事業でございます。

当事業につきましては、20年度中の事業の

執行が困難であったため、事業費8,025万6,0

00円を繰り越したものでございます。

議案第９号熊本県育英資金貸与基金条例の

一部を改正する条例について、御説明申し上

げます。

資料は、12ページから16ページでございま

す。

教育委員会では、これまで育英資金の制度

改正を検討してまいりましたが、今般、経済

的修学困難者の修学促進をより充実した制度

とするために、修学資金の貸与要件の１つで

ある学力に係る要件を廃止することとして、

それに伴い必要となる条例改正を本会議に提

案するものでございます。

条例の内容につきまして、御説明申し上げ

ます。

初めに、12ページをごらんください。

１の制定改廃の必要性につきましては、先

ほど申し上げたとおりでございます。

２の内容ですが、今回の主な改正点は(1)

にありますとおり、貸与要件の１つである学

力要件を廃止することでございます。それに

伴い 条例第７条 第７条の２について 勉、 、 、「

学に意欲があると認められること」に統一を

しております。(2)は、用語の整理でござい

ます。
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３の施行期日ですが、公布の日からの施行

としますが、学力に係る要件を廃止する部分

については、予約貸与を除いて平成22年４月

１日からの施行でございます。

具体的な改正内容は、14ページから16ペー

ジにかけての新旧対照表でごらんいただきた

いと思っております。

今回の条例改正により、本県の育英資金貸

与制度は学力要件がなくなり、経済的に修学

が困難な学生・生徒に、より配慮した制度へ

と改正されます。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。

資料の５ページをお願いいたします。

一般会計の教育指導費986万3,000円の増額

をお願いしております。資料右端の説明欄を

ごらんください。

くまもと子ども英語ふれあい事業は、小学

校外国語活動の円滑な導入を図るための教員

研修の拡充、及び児童が外国語活動に楽しく

取り組み、なれ親しむため、新たに指定する

モデル校への英語教材の整備支援に要する経

費でございます。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○由解学校人事課長 学校人事課でございま

す。

同じく説明資料の５ページをお願いいたし

ます。

教職員人事費といたしまして、720万円の

増額補正をお願いしております。国の経済危

機対策として進めますスクールニューディー

ル構想の中にございます学校ＩＣＴ環境整備

といたしまして、公立学校に地上デジタルテ

レビを整備する事業でございます。教育情報

や災害情報収集を目的といたしまして、県立

学校73校の職員室等に90台のデジタルテレビ

を配備するものでございます。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○小野社会教育課長 社会教育課でございま

す。

資料は６ページをお願いいたします。

社会教育総務費につきまして、訪問型家庭

教育相談体制充実事業を新たに実施するた

め、947万2,000円の増額補正をお願いしてお

ります。

訪問型家庭教育相談体制充実事業は、全額

国費による委託事業でありまして、身近な地

域における家庭教育支援を充実するため、地

域の子育て経験者、専門家の連携による訪問

型家庭教育支援チームを設置しまして、積極

的かつきめ細やかな相談体制の充実を図るた

めの手法の開発を行うモデル事業でございま

す。

具体的には、退職教員やＮＰＯ関係者、民

生委員などにより構成される家庭教育支援チ

ームが、家庭や企業を直接訪問して、家庭教

育に関する情報の提供、相談対応などを行い

まして、効果的な家庭教育支援の手法の開発

研修を行うものでございます。

なお、平成20年度から地域における家庭教

育基盤形成事業という名称で行われておりま

したものでございますが、訪問型の支援を必

ず行うことを必要とするなど、委託内容や要

件が本年度から一部変更となりました。

この変更につきまして、本年度は本事業の

実施方法についての国からの連絡等が大幅に

おくれましたため、当初予算ではなく今回の

補正予算で対応させていただきたいというこ

とにいたしました。

なお、実施市町村は山鹿市、御船町の２市

町を予定しております。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。
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○米岡文化課長 文化課でございます。説明

資料７ページをお願いいたします。

文化課として、5,400万円の増額補正をお

願いしております。鞠智城におきまして重要

な遺構であります南側土塁線付近ののり面

が、現在その一部では崩落が起きている状況

にございます。のり面の土が風化しているこ

とが原因と考えられますが、大規模な崩落を

未然に防ぐために、そののり面保護に要する

工事費につきまして5,400万円の増額補正を

お願いしておるものでございます。

続きまして、平成20年度一般会計繰越明許

、 。費繰越計算書について 御報告申し上げます

説明資料は、10ページでございます。

まず、文化財保存整備事業費につきまして

は、市町村等が実施します国や県指定の文化

財の保存整備事業費の一部を補助するもので

す。熊本市が実施します細川家墓所の土塀の

保存修理工事につきまして、工法の変更で設

計に不測の期間を要し、年度内完了が不可能

になったことによりまして、事業費194万1,0

00円を繰り越したものでございます。

なお、工事は来年の２月末に完了する予定

でございます。

次に、装飾古墳館屋外体験学習施設整備事

業につきましては、勾玉づくりあるいは火お

こしなどの体験学習を、天候に左右されず計

画的に実施できるよう、屋外体験学習施設を

整備しているものでございますが、工法の検

討に不測の期間を要し、年度内完了が不可能

になったことによりまして、工事費2,788万

円を繰り越したものでございます。

なお、工事は本年の６月末に完了する予定

でございます。

文化課については、以上でございます。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。

○坂梨体育保健課長 体育保健課でございま

す。資料は、７ページをごらんいただきたい

と思います。

体育施設費として、２億9,976万7,000円の

増額補正をお願いしております。

これは、県営体育施設整備推進事業でござ

いまして、藤崎台県営野球場のスコアボード

の改修と、国指定の天然記念物でありますク

スノキの樹勢回復等の球場周辺環境整備を実

施するものでございます。

スコアボードの改修につきましては、１イ

ニング１けたのみの点数表示や選手名等の手

書き表示を解消しますとともに、球場の機能

向上を図って、魅力を高めるために大型映像

装置を導入するものでございます。

続きまして、資料の10ページをごらんいた

だきたいと思います。

平成20年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告でございます。

これは、平成20年度から21年度にかけて、

県立総合体育館の大体育室消防設備の整備を

進めているところでございますが、そのうち

20年度の事業費の一部4,254万9,000円を繰り

越したものでございます。

その繰り越しの理由といたしましては、こ

の工事が特殊な消火設備を設置するものであ

るために、消防署との協議や機器の製作に時

間を要したことによるものでございます。

工事は順調に進んでおりまして、７月いっ

ぱいで終わる予定となっております。

続きまして、資料の18ページをごらんいた

だきたいと思います。

議案第13号指定管理者の指定についてでご

ざいます。

内容は、議案の提案理由をごらんいただき

たいと思います。平成18年４月１日から平成

23年３月31日までの期間、県の総合射撃場の

指定管理業務を行う熊本県クレー射撃協会が

ことしの４月２日に法人格を取得いたしまし

たので、一般社団法人となりました。地方自

、治法第244条の２第６項の規定によりまして

県議会の議決を経る必要が生じたものでござ
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います。

新法人の指定期間は、平成21年７月１日か

ら平成23年３月31日までとなります。

以上でございます。どうぞ、よろしくお願

いいたします。

○児玉施設課長 施設課でございます。資料

は８ページでございます。

学校建設費でございますが、県立高等学校

施設整備費として４億8,992万1,000円をお願

いしております。

１のその他施設整備事業及び２の耐震改修

事業につきましては、湧心館高校ほか４校に

ついての耐震改修工事、それに伴う内部改修

工事に要する経費でございます。

３の耐震診断事業は、済々黌高校ほか86棟

の耐震診断に要する経費でございます。

、 、４の太陽光発電設備事業は 熊本工業高校

八代工業高校及び小川工業高校への設置に要

する費用でございます。

特別支援学校費でございますが、施設整備

費として３億3,383万9,000円をお願いしてお

ります。

１の施設整備事業につきましては、松橋養

護学校、菊池養護学校の教室不足に伴う増築

工事、及び荒尾養護学校、小国養護学校のエ

コ改修による床暖房等設備改修工事に要する

経費でございます。

２の耐震診断事業につきましては、熊本盲

学校ほか４棟の耐震診断に要する経費でござ

います。

、 。以上 総額は８億2,376万円でございます

続きまして一般会計繰越明許費繰越計算書

について、御報告申し上げます。

資料は11ページでございます。

高等学校費、特別支援学校費でございます

が、平成20年度２月補正の緊急経済対策に係

る事業等について、年度内の執行が困難であ

ったため、高等学校費につきましては12億8,

295万9,000円、特別支援学校費につきまして

は7,111万1,000円を繰り越したものでござい

ます。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○小早川宗弘委員長 以上で、執行部の説明

が終了しましたので、付託議案等について質

疑を受けたいと思います。質疑はございます

か。

○吉田忠道委員 教育関係で、２件質問いた

します。

まず１件目は、説明書の５ページ、教育指

導費なんですけれども、英語関係の研修とか

教材のことなんですが、これは今回の補正で

は各教育事務所１校ぐらいの割合だというふ

うに聞いておりますけれども、これは今後、

３年以内に各学校等にこの教材を整備・支援

していく予定があるのか、それともこのモデ

ル校で結果を見るのか、その件を質問いたし

ます。

もう１件は８ページ、学校建設費でありま

すけれども、この(4)に太陽光発電整備事業

がありますが、今回はこの３つの工業高校に

整備するということですけれども、今後の県

の高等学校等に対する整備予定はどういうふ

うに考えておられるのか、質問いたします。

○木村義務教育課長 英語のモデル校でござ

いますけれども、この件につきましては、各

管内１校を予定しております。調査期間を２

年間設けまして、その中で視聴覚のライブラ

リーを設置いたしますけれども、その件につ

きまして２年間の調査期間を置きまして、そ

の中で成果とか効果等を検証いたしまして、

その後については検討していきたいと思って

おります。

○児玉施設課長 太陽光発電のことですが、

今後、校舎の耐震性の問題、あるいは財源的
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な課題、この辺を見極めながら、太陽光発電

普及率日本一と打ち出しましたので、その辺

の趣旨を踏まえまして、将来的には全県立学

校への設置を目指して、積極的に取り組みた

いというふうに考えております。

○吉田忠道委員 今の答弁では、将来的には

ということだけれども、大体、目安としては

何年ぐらいを考えておりますか。

○児玉施設課長 先ほど申しましたとおり、

そういう設置する場所の耐震性の問題とか、

あるいは財源的な問題ですね。補助制度はあ

るんですけれども、結構裏負担もかかります

、 、ので その辺が財源的な問題もありますので

我々としては一生懸命やりたいと思っていま

すけれども、まあ財源的な協議が必要でござ

いますので、その辺を見ながらやっていきた

いと思います。

○吉田忠道委員 では、今の時点ではまだ具

体的な計画というのはないの。

○児玉施設課長 詳細な計画はまだありませ

ん。ただ、先ほど申しましたように、全県立

学校には設置したいというふうには思ってお

ります。

○小早川宗弘委員長 よろしいですか。

○吉田忠道委員 はい。

○小早川宗弘委員長 ほかに、何かあります

か。

○氷室雄一郎委員 経済危機対策で、奨学金

の枠がかなり、約１億3,000万組まれている

んですけれども、これは人数的には、見込ま

れるのは400名ぐらいだったんですか。

○森塚高校教育課長 高校教育課でございま

す。

今年度分については、約400人と考えてい

ます。

○氷室雄一郎委員 体制的には大変じゃない

んですかね。今まで、この奨学金の問題は、

今回の経済対策で本当に喜ばしいことなんで

すけれども、今までの奨学金の問題は、いつ

も決算委員会等でも出てまいりますが、未回

収の分が年々かなり増加しておりまして、そ

れに対する対応というか、職員の数が限られ

ておりますので大変御苦労されているという

のはわかるんですけれども、その辺も含めま

して体制的には、この充実には何も図ってな

い……。

○森塚高校教育課長 返還についてですが、

これまでも延滞がなされた場合には、まず文

書で督促をするとか、あるいは電話でお願い

するとか、あるいは場合によっては御家庭の

方に出向いてお願いするとかいうような措置

をとってまいりました。したがいまして、さ

らにそういう措置を今後も続けていきたい、

さらに強化していきたいというふうに考えて

おります。

それから、もう１つ、これも緊急雇用創出

ということで、新たに委託をしております方

が現在５名いらっしゃいまして、２名が実際

に御家庭に出向いていらっしゃる、そしてお

１人が電話で対応するということでやってお

りましたけれども、さらに４名お願いしてい

るところでございます。

そういった形で、できる限り返還にも御協

力をいただくということで考えているところ

でございます。

○小早川宗弘委員長 ほかにございません

か。
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○西聖一委員 教育委員会の方にお願いしま

すけれども、８ページの特別支援学校費です

が、今回、松橋と菊池の養護学校の改修費増

加分が出ていますけれども、これはいいんで

すけれども、新聞等で問題になりました大津

養護学校ですね、ここも視察させていただき

ましたけれども大変ひどい状況で、それにつ

いては今後、推進協議会を設けながら、県全

体としてまたいろいろ方策を図っていくとい

うことですけれども、大津については特に何

か、これからの見通しがあればお聞きしたい

と思います。

○木村高校教育課長 高校教育課でございま

す。

特に大津養護だけ取り出して云々というこ

とではございませんけれども、今おっしゃい

ましたように、現在、協議会をお願いしてい

るところでございます。

その中で特に熊本市あるいはその周辺地域

で知的障害のある方がふえているというよう

なこともありまして、その方々の例えば教室

の不足とか、そのための施設の不足について

全体的に御協議いただくということで、まず

考えているところでございます。

○西聖一委員 その点は十分、よろしくお願

いいたします。

。 、それともう１点 細かいことですけれども

警察の資料で８ページの２番目の金額の数字

は違うんじゃないかなと思うんですけれど

も、これは単なるミスですね。61万7,345万

なのか60万7,054円なのか……。

○古川首席監察官 首席監察官でございます

が、番号２の交通事故の関係ですけれども、

これは人身事故になっておりまして、当初、

頸椎捻挫等、加療１週間の診断書が出ており

まして、この人身部分の支払いにつきまして

は、治療費等は自賠責保険で出るようになり

まして、これは過失割合が過失相殺されませ

んので、全額、治療費等は保険の方から出ま

す。そういう関係で、物損事故の部分の修理

費等の割合だけが８対２ということで過失相

殺されておりますので、物損事故の修理費が

５万1,500円 それの８割ということで４万1,、

200円を県の方が負担するという形になりま

すので、こういう金額になっております。

○西聖一委員 わかりました。

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はあります

か。

○氷室雄一郎委員 耐震診断事業は、もうこ

。 。れですべて終わるんですか どうなんですか

○児玉施設課長 県の施設につきましては、

これで全部終わりでございます。

○氷室雄一郎委員 改修については、なかな

。 。か難しい面がありますね 今回４校ですかね

○児玉施設課長 工事につきましては、２月

補正にのせまして当初予算でものせておりま

すので、金額的には今回はそんなにありませ

んけれども、合計しますと８億を超えるくら

いのせておりますので、しっかりやっていき

たいと思います。

○氷室雄一郎委員 耐震診断事業について

は、もう100％終わりということですか。

○児玉施設課長 ええ、100％終わりです。

○小早川宗弘委員長 氷室委員、よろしいで

すか。

ほかに、何か質疑はございませんか。

○倉重剛委員 先ほどの吉田委員それから氷
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室委員のに関連しますけれども、まず教育委

員会。

くまもと子ども英語ふれあい事業について

質問がありました。もうちょっと具体的に内

容を教えてほしいんですよ。どういう事業を

展開して――。先ほどちょっと答弁ありまし

たけれども、それ以上に、ちょっと全体的な

。 、ことを教えていただきたい なぜかというと

英語の重要性というのを非常に感じるし、や

っぱり英語というのは、子供は小学校時代か

ら教育する必要があるというのは、だれでも

感じているんですね。それがおくれてきたわ

、 、 。けだから 非常に興味があるので よろしく

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。今回の事業でございますけれども、小学

校５年生と６年生に平成23年度から小学校英

語活動が入ります。こういうことで子供たち

に本物の英語を聞かせて、なれ親しませよう

ということで、各管内にモデル校を11校指定

します。その中に視聴覚ライブラリーと申し

まして、英語でございますけれどもディズニ

ーの作品、こういうものをライブラリーとし

て図書室に設けまして、子供たちが自由に家

庭に持ち出して使ってもいいし、また授業中

あるいは昼休み時間等に聞かせまして、本物

の英語になれ親しませていこうという事業で

ございます。

○倉重剛委員 管内11校というと、管内とは

どういう分類ですか。

○木村義務教育課長 各教育事務所管内から

１校ずつです。

○倉重剛委員 ああ、なるほど。それと我々

の実感として、まさに英語というのは聞くこ

とが最初ですよね。しゃべるよりも聞くこと

が難しい。だから、そこら辺を重要視すべき

じゃないか、従来からそういう考え方なんで

すけれども、その点はいかがですか。

○木村義務教育課長 先生のおっしゃるとお

りでございます。まず本物の英語を聞くこと

が一番重要と思いますね。この事業も、なる

たけ多くの生の英語を聞かせようということ

で、そういう事業でございます。

○倉重剛委員 では、効果というのは――、

２年間試行するということね。その結果でも

って次のプロジェクトの具体的な計画は何か

あるの。

○木村義務教育課長 一応２年間調査しまし

て、効果等を一応研究いたしまして、その結

果によりまして、こういう事業を広げていく

かどうかというのを検討していきたいと思っ

ております。

○倉重剛委員 ぜひ頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

それから、もう１ついいですか。これも吉

田委員の関連だけれども、育英資金の今度の

条例改正、この文言の中に、学力にかかわる

要件を廃止し、勉学に意欲のあることと認め

られてることと。これは、どういう尺度でや

るの。申請者の全員ということですか。どう

ですか。

○森塚高校教育課長 高校教育課でございま

す。

、 。尺度ということで お話しいただきました

申請書類の中に校長から推薦書というのを上

げさせております。それによりまして証明す

るということとしております。

○吉田忠道委員 先ほどの英語教育の関連

で、ちょっと疑問が出たんですけれども、２

年間試行してみて、これはいいということで

あれば各学校に全部整備するわけですよね。
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そうすると、そのときの費用というのはどの

くらいか、概略わかりますか。

○木村義務教育課長 各学校に一挙にしよう

という、これは財政的な問題がございますか

ら一挙にということはなかなか難しいと思い

ます。これは今から検討していくということ

になると思います。

○氷室雄一郎委員 もう１点だけ。緊急経済

対策の分で非常に喜ばしいことで、県立高校

における教職員１人に１台のパソコン整備、

これは全員にですか。

○松永教育政策課長 常勤の職員は全員を予

定しております。

○氷室雄一郎委員 今まで既存のパソコンと

か、学校で購入したり、いろんな先生方の役

割に応じて与えてやる部分もあるんですよ

。 、 。ね それに上乗せして またやるんでしょう

○松永教育政策課長 現在の普及率が大体、

いわゆる公費で普及させますが、資料の２ペ

ージにありますように16.2％でございます。

残りは、実は必要な場合、先生方の個人のパ

ソコンを持ち込んで、それを許可するという

と、いわば情報セキュリティー上非常に危険

な状態でございます。今回、残りのその89数

パーセント分を公費、いわゆる今回の緊急経

済対策で整備できるということでございま

す。

○氷室雄一郎委員 そうすると、かなり広範

囲にわたっての普及で大変喜ばしいことで

す。しかし、これはセキュリティーの問題が

大変になってくるですよね。ある程度の安全

性はやっぱり確保するための手段として、い

ろんな施策を考えてはおられるとは思うんで

すけれども、きちっとしておかんと、いろん

なあれが……。

○松永教育政策課長 今回この教職員用のパ

ソコンはすべて県の情報ネットワークに接続

して、これはサーバーといいまして、パソコ

ンをつなぐ中心になる機械は県庁に置きまし

て、ネットワークオペレーションコントロー

ルセンターＮＯＣＳという機関で24時間いろ

いろなセキュリティーの監視も行えるという

ことになっておりまして、校務で使いますの

、 。で 成績とかいろんな個人情報も含まれます

セキュリティーには万全を尽くしていきたい

と考えております。

○氷室雄一郎委員 それは、セキュリティー

の管理というのは考えてありますけれども、

それを使われる個人の先生方のモラルの問題

また規範の問題が問われてくるんじゃないか

と思うんですけれども、その辺をしっかりや

っていただかんと、これだけ普及していろん

な弊害が生まれないとも、不安も考えられま

すので、各地でいろんな問題が非常に、生徒

の情報とかまた学校の情報等の管理は一番大

切だと思います。その辺の個人の規範といい

ますかモラルについてはしっかり指導してい

ただきたいと思います。

○松永教育政策課長 このパソコンの導入と

同時に、研修の機会も何回か予定しておりま

して、ぜひ情報モラルの向上、情報セキュリ

ティー、いろんな個人情報の管理等々につき

ましても、教職員の意識啓発についても努力

していきたい、配意していきたいと考えてお

ります。

○倉重剛委員 ちょっと警察本部に、お礼と

感謝申し上げます。というのは、先ほど警察

活動費の中で、パトカーにＡＥＤを搭載して

いただいて活用していただく、しかも試行し

ていただくということになりまして、これは
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心から感謝しております。緊急を要する場合

パトカーが一番いいだろうというお話があり

まして、早速取り上げていただいて、ありが

とうございました。

今後の問題点というか、これは一般の委員

の先生方も余り御存じないと思うんですね。

ちょっとその辺を詳しく御説明していただく

とありがたいので、お願いします。

○茂木警務部長 私の方から、御説明申し上

げます。

まさに先生御指摘のように、救える命をな

るべく救うということについて、私どもが最

大限努力するということが一番大事なことだ

ろうということで、さらにパトカーの機動性

ということを考えますと、県内隅々までパト

カーはいつも走っているわけでございますか

ら、そういうパトカーが対処するというのは

大事だろうということで、今回試行になった

わけでございますが、残念ながら課題もやっ

。 、ぱりあるということでございます 大きくは

３つあるだろうというふうに考えてございま

す。

１つは、やはりＡＥＤというのは大きなバ

ッテリーだとお考えいただきたいと思ってお

ります。大きな電力を一気に出すというのが

特徴でございます。バッテリーでございます

から、暑さと寒さに非常に弱いという特性が

ございます。大体このＡＥＤというのは施設

内で使うということが原則としているわけで

ございまして、幾つかのメーカーに確認いた

しましたが、保管温度というものが零度から

40度ぐらいというのが一般的でございます。

そうなりますと、パトカーに積むとなります

と、例えば寒冷地だとかはマイナスになると

いうことは容易に想像できるわけでございま

す。夏場の海水浴場等にパトカーが臨場いた

しますと、どんどんトランク内の温度が上が

ってくるということもあるわけでございま

す。こういう温度の関係でどうだろうかとい

うことは、これは実地にいろいろ確認してい

きたいというふうに考えておるところでござ

います。

それからもう１点は、衛生上の問題もござ

います。パトカーに積むとなりますと、やは

りトランクに積むわけでございますが、トラ

ンクは雑多な資機材が多数ございます。例え

ば、泥沼に入っていろんなものを検索する際

のつなぎとか長靴といったものも一緒に入っ

ているわけでございます。そういうものと、

まさに患者さんの胸に付けるパットというも

のが衛生上どういう工夫ができるかというこ

とについても、実地にいろいろと工夫してみ

たいと考えてございます。

最後は、機能の切り分けでございまして、

やはりＡＥＤは人の命を救うということにご

ざいますが、私どもパトカーはやはり台数に

限りもあるので、その中で犯人の追跡、緊急

事態の対応というのが、やはり第一義の任務

であると考えておるわけでございます。たま

たま臨場した現場で、このＡＥＤを使うとい

うのは非常にラッキーなことでありますし、

どんどんやるべきだと思いますが、他方で我

々は何か選択をしなければいけない場合、例

、 、えば 犯人を緊急に追跡しなければいけない

この傍らでＡＥＤを使用することを求められ

るような患者さんの場合はどうするかという

ような機能上の切り分けというものも、これ

は私どもだけではできないかもしれません。

関係機関等への御相談も必要かもしれませ

ん。そういった切り分けも、これから考えて

まいりたいと考えております。

、 、ただ 趣旨は非常に重要でございますから

取りあえず乗せてみて、そういった課題を１

つ１つ実地に検証してまいりたいということ

でございます。

○倉重剛委員 こういうことは、他県でやっ

ているところがありますか。
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○茂木警務部長 私どもの調査の範囲でござ

いますけれども、２県ほどやっているようで

す。鳥取県の方が一部予算をつけておるとい

うのを聞いておりますが、まだ乗せているか

どうか確認ができておりません。予算がつい

ているという話でございます。

それから奈良県において一部、本当に少数

でございますが乗せているというような情報

を耳にしているところでございます。全国的

には極めて珍しい、しかも12台というこれだ

け多数をということは珍しい試みだろうとい

うふうに考えておるところでございます。

○倉重剛委員 やっぱり我々が大きな関心を

持ったのは、東京マラソンでもってタレント

が命を救われたという、あれは非常にショッ

キングだったけれども、よかったなと思った

。 、んですけれどもね 後でテレビを見ましたら

非常に健康的で頑張っていらっしゃるという

ことで、この緊急性というか非常に大事だな

ということがよくわかったんですね。

そこで、説明を聞きながら、我々が知らな

かったことが一つあるんですよ。パトカーの

業務ですね。パトカーというのは決して、緊

急的なところはいろいろあるんだけれども、

犯罪面だとかそれから交通面だとか、いろん

な種類に分かれているかどうかは知りません

けれども、何か非常に多面的な活動をしなけ

ればいけないということですから、パトロー

ルをしていらっしゃる人もいるし出動する場

合もある、いろんなあれがあるそうですね。

ところで、熊本県にはパトカーは何台ある

んですか。熊本市が集中的だろうという感じ

が、どうしてもするわけですね。

○池部警務課長 警察車両といいますのは、

４輪と２輪ということで区分をしております

けれども、県内に４輪が866台ございます。

この４輪といっても、白黒のパトカーから大

型のバスあるいは特殊車両、捜査用の車両と

いろいろありまして、今、先生が御指摘の白

黒のパトカーということでよろしいんでしょ

うか。これも交通取り締まり用の車両、それ

から交通事故捜査用の車両あるいは警ら用の

無線自動車、それから交番、駐在所に配置し

ております小型警ら自動車、これが白黒にな

っているわけですけれども、おおよそで言い

ますと、交通の関係が118台、それから通常

パトカーと言っております白黒の車両が220

台ほどとなっております。

○倉重剛委員 現状的な形として、十分に機

動力にマッチしている台数ですか。それとも

少ないんですか。その辺は、どうなんでしょ

うか。

○池部警務課長 十分ではないとは考えてお

ります。それで車両の増の要望というのを国

に対してもお願いしているわけですけれど

も、以前と比べましたら、交番、駐在所には

ミニパトカーと言っておりますけれども、そ

ういった起動力を有する４輪の車両がほとん

ど整備されておりますので、その分では以前

と比べたら機動力ははるかに向上しているん

じゃないかというふうに考えております。

○茂木警務部長 いわゆる一般的なパトカー

は、全部で51台です。

あとは、いわゆる派出所、交番にあります

ミニパトといったものは169台、その他とな

っおります。

○倉重剛委員 いずれにいたしましても、大

変スピーディーな形で取り上げていただいて

感謝します。実績が上がるように願っていま

すので、頑張ってください。ありがとうござ

いました。

○小早川宗弘委員長 ほかに何かございます

か。
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（発言する者なし）

○小早川宗弘委員長 なければ、これで質疑

を終了します。

それでは、ただいまから議案第１号、第２

号、第９号、第10号及び第13号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、一括

して採決いたします。

議案第１号、第２号、第９号、第10号及び

第13号について、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○小早川宗弘委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号、第２号、第９号、

第10号及び第13号については、原案のとおり

可決することに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

て、よろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、その

ように取り計らいます。

次に、報告事項に入ります。

、 、質疑については 執行部の説明を求めた後

一括して受けたいと思います。

まず、報告事項①の説明をお願いします。

○川述交通規制課長 交通規制課長の川述で

ございます。

第４号議案の、熊本県手数料条例の一部を

改正する条例の制定について、御説明申し上

げます。

資料につきましては、総務常任委員会で審

議される条例関係説明資料、この中で２ペー

ジの新旧対照表をごらんいただきたいと思い

ます。中ほどと、表の下の部分で下線を引い

てございますけれども、熊本県手数料条例第

２条第１項第400号の道路交通法第49条第１

項に基づく、熊本県公安委員会が設置するパ

ーキングメーターの作動手数料300円、及び

下の表になりますが、第３条の手数料の納付

手数料の表中、第２条第１項第400号の手数

料の項を削除するものであります。

これは近年、市街地におきまして、民間駐

車場等の増加に伴いましてパーキングメータ

ーの利用が大幅に減少しており、平成15年以

降、維持管理経費の方が収入額を上回ってい

る状況であります。

今後におきましても改善の見込みが立たな

い状況であるため、熊本県公安委員会におい

ては平成21年３月31日をもって事業の廃止を

決定されたところでございます。

したがいまして、本規定が不要となったこ

とから、削除することといたしたものでござ

います。

なお、このパーキングメーターの作動手数

料につきましては現金収入でございまして、

熊本県の収入証紙条例等の改正までは必要と

いたしておりません。

施行の日は、公布の日からということで予

定しております。

、 。以上で 御報告を終わらせていただきます

○小早川宗弘委員長 次に、報告項②の説明

をお願いします。

○茂木警務部長 では私の方から、熊本県警

察交番・駐在所機能強化推進基本プラン、こ

れにつきまして御報告申し上げます。

本プランにつきましては、お手元にお配り

申し上げておりますけれども、これからの地

域社会におきます交番、駐在所のあるべき姿

を踏まえまして、第１に地域社会と交番、駐

在所との連携の基盤をより強固にしようとい

う目的のもとで、地域社会の活動単位でござ

います小学校区、自治体区域というものと私
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どもの交番、駐在所の受け持ち区域というも

のとの整合を可能な限り図ろう。第２に、交

番、駐在所の形態につきましても、それぞれ

の地域の実情に、より適したものとなります

よう、例えば複数の警察官がいる複数駐在所

や、駐在所の機能をあわせ持つ駐在型交番と

いった形態も含めまして、柔軟に見直しを行

っていくことなどを通じまして、交番、駐在

所の機能強化しようとするものでございま

す。

また、個別の交番、駐在所ごとにその具体

的な機能、内容強化についても記述させてい

ただいております。

なお、本プランに掲げました交番、駐在所

の受け持ち区域を、小学校区と整合させると

いう見直しにつきましては早期に実施したい

と考えておりますけれども、交番、駐在所の

形態の見直しにつきましては、今後、個別の

交番・駐在所の建てかえ時期等々を踏まえま

して、その実現を順次図っていくべきものと

考えておるところでございます。

本プランにつきましては、地元の皆様方へ

の御説明のほか、本年４月13日から１カ月間

パブリックコメントを実施させていただきま

して、その上で取りまとめたものでございま

す。今後、県警のホームページにおきまして

公表を行い、順次、交番、駐在所の機能強化

に努めたいと考えておるところでございま

す。

以上でございます。

○小早川宗弘委員長 それでは、報告が終了

しましたので、質疑を受けたいと思います。

質疑はありますか。

○吉田忠道委員 熊本県内で大津警察署の範

囲が広まったこともあり、かつ、この地域は

全部人口が増加している区域なんですけれど

も、駐在所等の整備はわかりますが、大津警

察署自体の建物も大分老朽化してきておると

思うんですが、これの建てかえの具体的な計

画はありますか。

○茂木警務部長 建てかえにつきましては、

まず本年度予算で認めていただきました熊本

東警察署、これがまさに５年かかると思いま

す。その点はしっかりやっていかなければい

けないという状況でございますので、他の警

察署の建てかえ計画そのものを議論するよう

な状況にはないわけでございまして、その点

ちょっと老朽化の施設もございますけれど

も、お待ちいただいているというような状況

でございます。具体的な計画は、まだないと

いうことでございます。

○小早川宗弘委員長 そのほかに、何かあり

ますか。

（発言する者なし）

○小早川宗弘委員長 なければ、これで報告

に対する質疑を終了いたします。

、 。次に その他で何かございますでしょうか

○松田三郎委員 警察本部に、ちょっとお尋

ねします。２点別々で恐縮でございますが、

これはどなたになるかな。裁判員制度が導入

されて、実際の裁判なり公判というのはまだ

県内ではないと認識いたしておりますが、こ

の導入に当たって何か運用方法を変えられた

とか工夫されたとか、あるいは特に気をつけ

られているというのが、細かなことはいいで

すけれども、大筋で何かありましたら、ちょ

っと教えていただきたいというのが１つ。

もう１つは、もしかするとこれは知事部局

の管財課かもしれませんが、水俣警察署が新

しくなって、地元は大変感謝なさっていると

いうことですが、もともとあった警察署の建

物が今も多分そのままということで、一部敷

地が県有地と民有地もちょっとあるかもしれ

ないという話ですが、今後どのような方針と

いいますか、利活用についてお決まりであり
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ましたら教えていただきたいという、この２

点でございます。

○德永刑事部長 刑事部長の德永でございま

す。

第１点目の、裁判員裁判に対する対応とい

うことでありますが、まず１点目は、既に御

承知のことかと思いますけれども、刑事企画

課というものを発足させていただいておりま

す。これは今までの中で、体制を整えなけれ

ばいかぬということで、そのような対応を既

にさせていただいております。その中で、い

ろんな対応を検討しているところであります

が、まず１点目は教養であります。これにつ

いては各警察署に対しまして、いろんな想定

をやりまして対応を進めているところであり

。 、ます 専科教養等も実施いたしておりまして

特に証人出廷がふえてくるのではなかろうか

というようなことで、ことしから証人出廷専

科というものを別につくりまして、各警察署

から人を集めまして、こういった対応をやり

なさいというような指導をやっているところ

であります。

なお、教養の中で少し小さいことを御説明

申し上げますと、いわゆる一般の人にわかり

やすい裁判をしなければいかぬということで

ありますので、例えば目に訴える、視覚に訴

える捜査手法をやりなさい、今までは実況検

分とか何かでやったときに、ガラス窓を割り

ますね。ガラス窓を割って、ここから入りま

したよというのを示すわけでありますが、そ

のときに、わざと割れたガラスの部分を吹き

出しで見せて、ここから入りましたよという

ようなことをわかるようにするとか、それか

らこれはいわゆる警察がよく隠語を使います

ね 取調官と暴力団とが 犯罪者の中には げ。 、 「

そ」とか「やさ」とか、靴のことを「げそ」

と言うんですけれども、住まいのことを「や

」 、さ というようなことを言うんですけれども

そういった隠語で取り調べをやりますと、ど

うしてもそれが一般の裁判員の方によく理解

できないということもありますので、小さい

ことを言いますと、そういった隠語を使うな

というようなことまで、細かな指導をやりな

がら、一般の裁判員の方に御理解いただける

ような準備をやっております。

それと、御承知のとおり非常に短期間のう

ちに結審します。そういったことで、ポイン

トをついた調書を取るようにとか、ポイント

をついた立証をするようにとかいうようなこ

とで教養をやっているところであります。

○坂田会計課長 旧水俣警察署の処分スケジ

ュールでございますけれども、現在、これは

敷地は県有地でございますけれども、建物つ

きの土地としまして本年度中をめどに売却処

分を行う方向で検討を進めているところでご

ざいます。

今後のスケジュールですけれども、一部ま

だ品物が残っているのがございますので、旧

庁舎内のこういった品物の廃棄処分をやりま

した後に、そのままではちょっとできないも

のですから、留置場の一部をちょっと取り壊

しました後に建物つきの売却ということでや

っていきたいと思っております。建物が売れ

なかった場合は、予算措置で解体をやりまし

て、更地として売却をするということです。

本年度から来年度にかけて、そういう方向で

やっていきたいということで検討進めており

ます。

○松田三郎委員 確認ですが、まずは建物つ

きで売ろうという努力をして、なかなか警察

署は――マニアはそのまま買う人はおるかも

しれないけれども、警察署のあれだというこ

とで、結果的にどなたも希望がなかったら、

ある時期には解体をして更地でまた売るとい

うことですか。

○坂田会計課長 県の考え方とも連携をとり
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ながらということになりますけれども、警察

としては一応そういう方向で検討を進めてお

るところです。

○吉田忠道委員 質問が数件ありますけれど

も、１件１件でよろしいですかね。

取りあえず教育委員会と警察本部の両方に

直接関係するんですけれども、公文書の管理

の問題です。

120％情報公開というのを知事がうたわれ

ておりますので、その中で文書が破棄された

り、保存期限というのが大体決められておる

んじゃないかと思いますけれども、これらに

ついて、きのうですか、公文書管理法という

のが成立しておるはずですけれども、これに

対応して条例の制定なり改正なり、そういう

方向。それから、現に保管している文書をこ

の管理法に基づいて今の期限で、例えばどん

どん破棄することが非常にぐあいが悪い面も

あるんじゃないかと思いますので、この件に

関して教育委員会の方と警察の方と両方の考

えをちょっとお聞きしたいんですけれども。

○松永教育政策課長 まずは教育委員会の方

からですが、吉田委員のお話の公文書管理法

等ですが、県の場合は私学文書課が知事部局

にありますが、こちらの方が県庁内の文書管

理の条例とか規則とか一元的にまずは原則を

定めておりまして、そちらの方の考えと十分

これから打ち合わせをした上で、現在も当然

文書の保存年限あるいは保存管理のやり方等

を打ち合わせながらやっておりますので、こ

れから何らかの改正に向けて検討を進めてい

、 。くということになると 今は考えております

○茂木警務部長 私どももまさに同様でござ

いまして、私どもの所管も大きな通則は県と

してのものがございますので、そこにのっと

って、どう生かせるかということも踏まえな

がら適切に対応したいと考えております。

○吉田忠道委員 今の時点での規則にのっと

っての処分のやり方と、この法律が制定する

ことによって、この法律の趣旨からいけば、

まだ破棄してはいけないというのも出てくる

かもわかりませんので、その件を慎重にして

いただきたいというふうに思います。

ちょっと関連というか、私が疑問に思った

中で、いろいろなところで傍聴に行って、非

公開でやられるところありますよね。特に私

は教育委員会を傍聴しておって非公開の議事

がありますけれども、その議事の保管はされ

ているのか。それと、もう何年かたてば見ら

れるのかなと思って見に行ったんだけれど

も、それは結局公開されてないんですよね。

これも何年かたてば公開ができるようになる

のかなというふうに思ったんですけれども、

これに対する考えをちょっと……。

○松永教育政策課長 教育政策課でございま

す。

通常、教育委員会の非公開事案は、ほとん

どが個人情報にかかわるもの、例えば教職員

の処分の件ですとかいろいろ人事、その他、

基本的に年限が来たら公開できるという性格

のものはないといいましょうか、個人情報で

すので、例えば条約ですとかそういう、アメ

リカが何年かたって公開したというような考

え方で非公開にしたものではなく、いわゆる

個人情報ということで非公開の審議を教育委

員会でお願いしているということでございま

す。

そして、その議事録自体は非公開分につい

ても記録として、教育委員会内部ではきちん

。 、と保存しております 公文書開示のときには

もしそれが開示請求になった場合には、個人

情報の部分は恐らく非開示情報ということで

お答えをこれまでもしておりますし、今後も

していくことになると考えております。
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○茂木警務部長 公安委員会の方は、県警の

ホームページの方で、やりました議事録を、

議案がございましたということにつきまして

は、議事録作成の時間もありまして若干おく

れることはあるんですが、公表させていただ

いているというところでございます。

ただ、公安委員会におきましても、やはり

その個人情報の問題に加えまして、犯罪捜査

の手法や犯罪捜査の内容、そういったものも

ございますので、ちょっと公表できない部分

があるということも御理解いただきたいと考

えています。

○吉田忠道委員 個人情報保護という大変難

しい面もあると思いますので、できないもの

はもちろんできないんですけれども、知事の

方針は120％情報公開ということをうたって

おられますわけですから、できない方向じゃ

なくて、できる方向に努力していってもらい

たいと思います。

次に教育委員会のことなんですけれども、

昨年、私は点検評価について質問いたしまし

た。今年度もまた当然やられるわけですけれ

ども、この点検評価の中で、教育委員会の責

任体制という大きな趣旨になっておるんです

ね。したがいまして、教育委員会の責任体制

ですから、業務の執行状況だけが前回は何か

表立って見えた気がしますので、教育委員会

としてどう責任を果たしたかというところが

知りたいわけですね。

そういう意味で、当然ことしも点検表の実

施要領というのをつくっておられるんじゃな

いかと思いますけれども、この実施要領はい

つごろできるのか。

それから具体的にちょっと質問しますと、

教育長に委任してはならない項目を挙げられ

ていますよね。そういうのが、例えば平成20

、 、年度は１件もなかったのか あったのかとか

そういう点検評価も我々としては知りたいな

というふうに思っておりますので、今回の質

問は点検評価の実施要領はいつできる予定な

のか、ちょっと教えてください。

○松永教育政策課長 教育政策課でございま

す。

点検評価につきましては、去る６月の教育

委員会の中で大まかな方針、このようにやっ

ていくということで、今、教育委員会の点検

評価の実施を考えておりまして、吉田委員が

おっしゃいます、いわゆる成文化した要領と

か要綱については現在まだ定まっておりませ

ん。今後そのような要綱、要領できちんと成

文化してやるかどうかということについて

は、まだそこまでは至っておりませんが、こ

としは２回目の点検評価になりますので、実

施手法、そのやり方、評価を含めて今後検討

をしていきたいと考えているところです。

あと、教育委員会自体の責任をどう表現し

ていくか、ある意味では評価していくかとい

うことでございますので、これについても、

ことしいろいろな教育委員会の活動内容につ

いて昨年よりも、より多くの項目、多くの問

題を点検し評価したいと考えておりまして、

その中でさらにいろいろと検討を深めていき

たいと考えております。

○吉田忠道委員 昨年の点検評価実施要領も

見ておりますので、あれだけだと、項目が書

いてありましてその影響は出ないと思います

、 、し この前の教育委員会を傍聴している中で

ことしは先般決められました教育振興基本計

画の進捗状況の付近を使っての評価になるよ

うな話だったものですから、もう少し教育委

員会の責任ということに対して踏み込んでい

ただきたいなと思っております。

次は教育委員会ですけれども、各市町村に

教育委員会の委員の中に保護者を入れるよう

になっていますよね。各県下の市町村の教育

委員会の中で、保護者の入っていない教育委

員会の数というのは、わかりますか。
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○松永教育政策課長 法律で保護者を入れる

ようにということになっておりまして、基本

的には入れてあるという認識はありますが、

まだその視点で詳しい調査をしておりません

ので、機会がありましたら、そういう質問を

各市町村教育委員会の方には、これから何ら

かの、いろんな教育委員さんの状況等をいろ

いろ御照会する機会もこれからありますの

で、そういう視点の質問も考えてみたいと思

っております。

○吉田忠道委員 次の質問ですけれども、昨

年から非常に景気が悪くなって、育英資金と

か何かで対策もとられたんですが、一方、国

民健康保険を払っておられない、滞納されて

おる方の小中学生の保険の問題、これは前々

回の一般質問でも出たんじゃないかと思いま

すけれども、この対応といいますか、これは

短期保険証みたいなのを発行するようになっ

ておりますかね。これが今、県内にどのくら

いおられるのか。またふえているんじゃない

かという気もしますけれども、これは小中学

生ですから、こちらの方ですか。

○岡村教育次長 健康福祉部の方で所管して

おりまして、申しわけありませんが、その辺

のデータは持ち合わせておりません。

○吉田忠道委員 少なくとも義務教育関係ぐ

らいは把握しておってください。

次は警察関係なんですけれども、私はよく

わからぬのが、交通安全協会というものなん

ですが、交通安全協会とは警察の関連といい

ますか、これはある方から非常にクレームが

きて、交通安全協会で免許更新のときに会費

を納めますよね。これは任意だということら

しいんですけれども、その説明が非常に悪い

ものだから、入って当たり前みたいな感じで

説明をなさるから、あんなものには入りたく

ないという人が大分多くなってきておるとい

うふうに聞いておりますし、この当初予算の

中の運転免許費というところで委託料が５億

8,500万ほどありますけれども、これは安全

協会の方に委託とかいうのは出ておるんです

か。ちょっと、その件を聞きたいんですけれ

ども。

○緒方交通課長 交通課長の緒方と申しま

す。

まず、安全協会について御説明申し上げま

す。安全協会につきましては、県の交通安全

協会というのがございます。これは財団法人

で、寄附行為によって運営されておるもので

ございます。

それと各地区、警察署単位でございますけ

、 。れども 各地区に交通安全協会がございます

各地区の運営につきましては、それぞれの運

転者の方を会員としまして、先ほど先生おっ

しゃいましたように会費を徴収して、それで

運営をやっておるところでございます。これ

は、あくまでも任意でございまして、いろい

ろそういった苦情等も耳にすることもありま

すことから、貼り紙等もやりまして、任意の

あれですよということで一応指導していると

ころでございます。

それから県の委託事業の関係につきまして

は、これは運転免許の更新事務であるとか、

それから処分者講習とか違反者講習、そうい

ったものを委託しております。

○吉田忠道委員 では、交通安全協会の方に

は行ってないということですかね。

○緒方交通課長 県の方からの資金ですか。

それは一部、免許の更新業務を各署に委託し

ておりますので、その各署ごとに免許人数に

応じた委託費を交付しております。

○吉田忠道委員 私自身が勉強不足でわから
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ぬ点がたくさんありますので、これはまた別

個に個人的にちょっと教えていただきたいと

思います。以上です。

○小早川宗弘委員長 ほかに、何か質疑はあ

りませんか。

○松田三郎委員 すぐ終わります。教育委員

会に、２点お尋ねします。

義務教育課長になるかもしれません、教科

書採択は中学校は22年、23年ぐらいにするん

だったですかね。ちょうど、うちの管内にも

学校を通じて、今展示会の御案内等も来てお

ります。

以前聞いたとは思いますが、この採択のス

ケジュールを聞いてみたいと思いますが、以

前、社会科の教科書等を中心に非常に国民的

な議論も巻き起こった時期がございまして、

自民党としても非常に力を入れて、この問題

に取り組んでまいりました。ことし、来年に

関しては、余りそういう動きはないようでご

ざいますが、簡単で結構でございますが、来

年度の教科書使用に向けての、いろいろスケ

ジュールがあるんでしょう。各採択地区のど

うのこうのというのを、それをちょっと教え

ていただきたい。

○木村義務教育課長 教科書採択につきまし

ては、一応４年ごとに教科書を採択すること

になっております。昨年度は、小学校の教科

書を採択いたしました。今年度が中学校の教

科書を採択することになります。

実質的には教科書の採択は、公立の小中学

校に関しましては市町村教育委員会が採択い

たします。うちは、採択基準とか資料等をお

送りいたします。それに基づきまして市町村

で共同採択になりますので、各管内で、宇城

なら宇城の管内で同じ教科書を採択すること

になります。採択はその資料を参考にして地

元で研究しながら、今年度の中学校の教科書

を採択することになります。

ただ、学習指導要領が新しく改訂されまし

て、中学校は24年度から実施されます。実際

に、教科書は２年間しか使いません。つまり

22、23ということです。新しい教科書が検定

されたのは１教科書だけでございます。ほか

は同じでございますので、わかりませんけれ

ども、大体今年度の採択は同じようなものを

採択するという傾向はございます。

○松田三郎委員 具体的には、さっきおっし

ゃった共同採択というのは、各採択地区ごと

に決めて、それを各管内の市町村は全部採用

するということですが、それはいつごろ……

ばらばらですか。

○木村義務教育課長 時期的には、８月31日

までに採択することになっております。

○松田三郎委員 もう１つは、これは高校教

育課かもしくは学校人事課だと思いますが、

いわゆる特別支援教育は、県内でもかなりの

数が教育委員会の御協力をいただいて対応し

ていただいておりまして感謝申し上げます

が、実際そのクラスの担任というのは、恐ら

く各学校の校長先生がだれだれ先生をそこに

という権限があろうかと思います。その学校

にある程度その特別支援教育に詳しい先生が

いらっしゃるならば、それは可能ですけれど

も、必ずしもそうではない学校も、たまたま

異動の関係で学校によってはあるんじゃない

かと思います。

そこで、例えば代表的な発達障害の子供さ

んに対する接し方なりというのが、採用試験

の段階でも一部あるのかもしれませんが、こ

こは最近特に注目されている点でございます

ので、採用されて何年もたつ先生は、どこか

で研修なりいろいろな勉強をなさっているん

だろうとは思います。そこで、１つは不断の

努力といいますか、先生たちの発達障害児に
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対する教育なり接し方というような訓練なり

研修なりというのが、どういうシステムで行

われているのかが１点です。

もう１つは、そういった、例えばどこどこ

の学校、そういう適した先生がたまたまいな

いというようにならないような人事というも

のも、かなりきめ細か過ぎるところかもしれ

ませんが、そういったところも配慮して異動

をなさっているのかどうかというところを、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

○森塚高校教育課長 研修のところでお答え

いたしますと、県として特別支援教育支援ス

テップアップ事業というのがありまして、そ

の中で例えば小中学校の特別支援学級等の新

任の先生方についての研修を、これは150人

ぐらい集まるということなんですけれども、

そういった研修をまずやっております。それ

からリーダーコーディネーターという方がい

らっしゃいますので、ある中学校があって、

その地域の小学校とか幼稚園とか、そういっ

た中でリーダーコーディネーターの方のその

研修を実施するとかいうようなことは行って

おります。

○由解学校人事課長 精神教育関係の人事関

係の配慮でございますけれども、基本的に学

級編成の段階でどういう生徒が入ってくるか

というのは大体想定がつきますので、その翌

年度の学級編成するに当たりまして、どうい

う生徒が入ってくるからどういう先生が必要

かというのが、学校長がどういう人材、教員

が欲しいか、うちの学校にいないかといった

ものを学校長の方で考えまして、そしてそれ

を市町村教育委員会に上げ、それを教育庁の

中でその辺を調整しながら適材適所の配置と

いうのは、できるだけ配慮するようにしてお

りますけれども、100％完全にといかない部

分もございます。そういったように、学校の

中でいい先生を特殊学級の先生に配置すると

いうこともあることがございます。

○松田三郎委員 県の教育委員会でどうこう

という問題ではないとは思いますが、うちの

管内でこういう話を聞きましてね。特殊な事

例かもしれません。校長によっては特別支援

の担任を、ちょっと表現が難しゅうございま

すが、ちょっと扱いにくい先生とか組合中心

の先生とか、あるいは場合によっては臨時の

先生を担任にするというケースがまま見られ

る。もちろん、そういう方でも詳しい方なら

問題はないわけでしょうけれども、そうなっ

た場合に、先生もそうでしょうし担任させら

れる子供さんも、お互いに不幸でしょうし、

また逆の意味では、たまたま、自分はそんな

に詳しくないのにそういう担任をさせられ

た。特殊の特殊の事情でしょうけれども、そ

の児童さんがたまたま、通常ならいわゆる特

別支援学校、養護学校に行く方が本人のため

になるんじゃないかという、程度のひどい方

だったということで、自分はこういう子の面

倒を見るためだけに教員になったんじゃない

んだけれどもということで、結果的には何か

その先生が教員をやめられたというような、

お互いにとって不幸な事例が１つ２つは聞き

ました。これが１つ２つなのかもしれません

し、あるいはどこかの管内にもあることなの

かもしれないということで、冒頭に言いまし

たように教育委員会でどうこうしてくれとい

うことではありませんけれども、異動の際に

はできるだけきめ細やかな、可能な範囲で結

構でございます、そういったことをお願いし

たいと思います。以上でございます。

○小早川宗弘委員長 私からもちょっと、特

別支援学級とか、かなり私も関心があって、

いろいろと保護者の方の意見とかを聞いてお

りましたけれども、佐賀とかは非常に特別支

援学級に対する取り組みが充実しているとい

うふうなことを聞いて、各学校に特別支援コ
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ーディネーターというふうな専門家の人たち

が１校１校にいて、次にどういう障害の方が

入ってくるかということで、学校長以下ある

いは周りの特別支援学級で盲・ろう・養護学

校の先生たちも呼んで、あるいは親御さんも

呼んでから、その子に応じた教育スケジュー

ルを組み立てていくというふうな取り組みを

しておるところもありますね。

そういう体制は、現段階では熊本県ではと

、 。られようとしているのか とられてないのか

○由解学校人事課長 先生のおっしゃってい

る体制は、熊本県でもやっております。数年

前に今おっしゃったコーディネーター研修と

いうのを３年間にわたりまして、各学校に必

ず１人コーディネーターがいるような取り組

みをやっております。

、 。○小早川宗弘委員長 現在は いるんですか

○由解学校人事課長 はい。コーディネータ

ーは100％おります。

また個別の指導計画、支援計画、こういう

のも各学校できちんとつくりまして、その子

に応じた指導等をやっていくというような計

画等もつくられている状況でございます。

○小早川宗弘委員長 配置はされているけれ

ども、余り機能してないというのが実情じゃ

なかろうなというふうに私は感じております

けれども、ちょっと松田先生と同じような感

じで、私もいろいろ相談を受けたりするんで

すけれども、ある学校に直接、これは自閉症

の子ですけれども、特別支援学級を開設して

ほしいというふうな家族がいたものですか

ら、ある学校にかけたんですけれども、校長

先生が、それは市町村教育委員会で決めるこ

とですもんねというような、非常に自分たち

の責任ではないというような、自分たちが真

剣に考えることじゃないですよみたいな発言

をされたものですから、各学校の意識、いわ

ゆる校長先生の意識というのが非常に低いん

じゃなかろうかというふうに思いますので、

その辺は徹底していただきたいというふうに

思います。

ほかに……。

○松田三郎委員 すぐ終わります。山本教育

長に、ちょっと私が今から愚痴を申し上げま

すので、それに対して……。

郡部の公立高校に対して、どのようなお考

えなのかというのを――。私は管内を回って

おりますと、例えばこういう意見をよく聞き

ます。中高一貫がモデル的に先駆的にという

ことでしょうけれども、人吉と天草は今回は

入ってない。今回は玉名、宇土、八代。なぜ

人吉にないんだろうかと。あとは再編整備で

統廃合の対象になるのは、これはある意味で

はしようがないのかもしれないけれども、圧

倒的にいわゆる郡部、熊本市以外が多い。そ

れとか学区が今後変更されて、一般質問の答

弁でもありましたが、将来的には全県１区に

なる。あるいは前期、後期選抜試験等々を、

いわゆる郡部の高校には何らメリットがな

い、デメリットばかり、こういう運用が改正

されるんではないかというような御批判なり

御意見というのが非常に多いように感じま

す。

その結果といいますか、大体、人吉・球磨

管内の中学校まではもちろん地元で、中学校

を卒業して管外というか、主に熊本市内とか

あるいは県外に流出する子供が平均的に大体

100名。昨年は150名ぐらい地元の中学校を出

て高校はよそに行くというような傾向。これ

はもしかすると少子化の中でも人数がもっと

ふえるんではないかということを危惧なさっ

ている方が多いということであります。

そこで、山本教育長が、もちろん人吉・球

磨だけの話ではないですけれども、いわゆる

郡部にある高校に対しては県教育委員会とし
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てはどういった対応というか、その方向性を

持って対応していくのかというのをですね。

例えば、わかりやすく言うと、こういうこと

はあり得ないと思いますが、熊本県内の公立

高校は熊高、済々黌、第一、第二、このくら

いでよか、あとは、なくなってもとは言いま

せんが、そういうふうに二極化に特化してい

くというような方向性なら、それは我々もあ

る意味ではあきらめざるを得ない。そうでは

なくて、耳ざわりのいい、郡部にもいい高校

があるから個性を持った学校づくりをしてほ

しいぐらいのことならば、非常にこの地理的

なハンディー以外にも、だんだん教育関係の

制度なり運用が、郡部には厳しい方に変えら

れていく中で、個性を出した学校づくりとい

、 、うのを これはかなり困難だと思いますので

その点の大きな方向性で結構でございます

が、お答えいただければと思います。

○山本教育長 教育長としてお話しする前に

個人的に申し上げますと、私も郡部の高校出

身でございまして、我が母校はことしは、定

員の半分ぐらいしか応募がなかったような状

況でございます。

それで、今回は通学区も８学区から３学区

にするという、そういう方向の中で、私がこ

れまでの教育委員会としてのこれに対する取

り組みの中では、そういった通学区が広まる

、 、ということで ともすれば皆さんの御心配は

熊本市に一極集中になるんじゃないかという

ふうな、それで今、松田委員おっしゃったよ

うに、それならもう郡部の高校は要らぬよう

になるじゃないかみたいな、極論すればそう

いった話の中で、しかしながら、通学区を広

げる、きれい事じゃなくて通学区は広げるけ

れども、それだけにやっぱりそれぞれの拠点

拠点の高校はしっかりと伸ばしていかない

と、みんながみんな熊本市に来れるわけでも

ないわけですから、少なくとも拠点拠点の高

校はしっかり強化していこうということで、

最終的に今の段階で13校の拠点校というのが

指定されております。

したがいまして、私といたしましてはその

拠点校をしっかりと、地域の人たちがその高

校へ安心して行けるような高校にしていきた

いというのが、今の方向でございます。

そして中高一貫にしましても今回、八代、

宇土それから次は玉名ということでございま

すけれども、それもその状況を見ながらまた

これが全県下でどういった効果を及ぼしてい

くのか等々も含めまして、今後についてはそ

の拠点校をまたどういうふうに、本当に拠点

たる高校としていけるのかということ、そこ

は方向としてやっぱりしっかりやっていかな

くてはいけないと思います。

それで私の考え方からすれば、ぜひ地元の

高校に行ってほしいと思います。先生方は一

生懸命やっておられます。私はそれぞれの高

校にも途中途中でぽろっぽろっと行って、学

校を訪問していろいろ話を聞くんですけれど

も、私はむしろ地元の、地元というか県内に

おける地方地方の高校に行った人たちに、先

生たちがある意味では寄ってたかって一生懸

命教えておられます。だから、むしろ私はそ

ういった高校に行った方が、将来的にはいい

ような子供さんもたくさんおるんじゃないか

と思います。今回の再編統合の中では、私も

地元に行っていろいろの地元のその高校に対

する考えというか感想も聞きましたけれど

も、ぜひその地元の高校をみんなで何とか支

えていってほしいと。それがいろんな面で、

そちらの方が私は得するんじゃないかなとい

うふうに思っております。それが、私の正直

な気持ちでございます。

したがいまして、その13校の拠点というこ

とに対しては、しっかりと重点的に力をつけ

ていくような高校になっていかなくてはいけ

ないし、もちろん先ほどの学校人事課のよう

に、先生たちの異動につきましても、そうい

ったことは十分念頭に置いた人事等を、そう
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いった政策と、それと大きないろんな方針が

全部有機的につながって、きちっと説明でき

るような、そういった政策をやっていかなく

てはいけないというふうに思っております。

○松田三郎委員 では、ちょっと一言だけ。

心強い答弁をいただきましたが、教育長が

おっしゃったように、私も田舎の方の高校を

出て、出た後に、ああ、よかったなというの

はそのとおりだと思いますが、入る前の本人

なり保護者が、恐らくこれは単なる抽象的な

心配じゃなくて、学区が外れたらやっぱり、

もちろん子供さんの勉強だけが優秀という意

味ではないですよ、勉強だけをとってみるな

ら、やっぱり優秀な子供がどんどん市内を目

指すだろうし、前期・後期をこのまま続ける

ならば、ちょっと今の実力では難しかばって

んええくそ受けてみようかといってきゃあ受

かってしまったとか、よりそれに拍車がかか

った中で、拠点校の13校はしっかりしていか

なければいけないといっても、やっぱりちょ

っとこれは難しさもあるのかな。そういう意

味では最後におっしゃったように、黙ってお

、 、っても 受験者がある程度いるような高校は

もう黙っておっても受けるわけでしょうか

。 、 、ら そうじゃないところに より力を入れて

人事の面とか政策の面に目配りをしていただ

きたいということを、特に要望して終わりた

いと思います。

○小早川宗弘委員長 それでは、質疑を終了

したいと思います。

以上で、本日の議題は終了しました。

最後に、陳情・要望書等の一覧のとおり、

要望書２件が提出されておりますので、御参

考としてお手元に写しを配付しておりますの

で、お読みいただきたいと思います。

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。

午前11時56分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

文教治安常任委員会委員長


